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本計画では、計画の理念として掲げた「目指す姿」と５つの「計画の目標」のもと、２つの「横断的

な視点」を持ちながら、それらの実現に向けて取り組んでいきます。 
そのために実施する主な施策を11の「基本方向」に分け、全部で34の取組を実施します。また、その

うち16の取組については、重点的取組として特に力を入れて推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

法 規 の 略 称 

      学教則 ････････････････ 学校教育法施行規則 

      地公法 ････････････････ 地方公務員法 

      教特法 ････････････････ 教育公務員特例法 

      免許法 ････････････････ 教育職員免許法 

      地教行法 ･･････････････ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

労基法 ････････････････ 労働基準法 

＜目標１＞ 

生命を大切にし、高い

志と思いやりの心を持

つ、心身ともに健やか

な人間を育む。 

＜目標１＞ ＜目標２＞ 

夢や志の実現に向けて

主体的に学び、考え行

動し、絶えず変化する

予測困難な社会を生

き抜く人間を育む。 

＜目標２＞ 
＜目標３＞ 

ふるさと宮城に誇りを

持ち、東日本大震災か

らの復興、そして我が

国や郷土の持続的な

発展を支える人間を

育む。 

＜目標３＞ 
＜目標４＞ 

学校・家庭・地域の教

育力の充実と連携・協

働の強化を図り、社会

全体で子供を守り育

てる環境をつくる。 

＜目標４＞ 
＜目標５＞ 

生涯にわたり学び、相

互に多様性を認め、高

め合い、幸福や生きがい

を感じながら充実した

人生を送ることができ

る地域社会をつくる。 

＜目標５＞ 

＜目指す姿＞ 

学校・家庭・地域の強い絆のもとで、一人一人の多様な個性が輝き、我が国やふるさと宮城の復興とそ

の先にある持続的な発展を支え、より良い未来を主体的に創造する高い志と思いやりを持った、心身とも

に健やかな子供が育っています。 

そして、一人一人が幸福や生きがいを感じながら、生涯にわたり、多様に学び、交流する中で、豊かな

文化と活力のある地域社会が形成されています。（計画期間：平成 29 年度～令和 10 年度） 

第２期宮城県教育振興基本計画（改訂版） 

～志を育み、明るい未来の創造へ～ 

＜基本方向９＞ 

家庭・地域・学校が連

携・協働して子供を育て

る環境づくり 

基本方向１０ 

＜基本方向７＞ 

命を守る力と共に支え

合う心の育成 

基本方向７ 

＜基本方向５＞ 

多様なニーズに対応し

誰一人取り残さない教

育の推進 

基本方向５ 

＜基本方向２＞ 

健やかな体の育成 

基本方向２ 

＜基本方向３＞ 

確かな学力の育成 

基本方向３ ＜基本方向１＞ 

豊かな人間性と社会性

の育成 

基本方向１ ＜基本方向６＞ 

社会の発展を支える力

と郷土を愛する心の育

成 

基本方向６ 

＜基本方向８＞ 

安心して楽しく学べる

教育環境づくり 

基本方向９ 

＜基本方向 10＞ 

生涯にわたる学習・文化

芸術・スポーツ活動の推

進 

基本方向１１ 

＜基本方向４＞ 

幼児教育の充実 

基本方向４ 

＜基本方向 10＞ 

学びの保障と教育機会

の確保 

基本方向８ 

 子供たちの勤労観や職業観を育てるキャリア教育を前提に、社会の中でどのように

生きていくべきかを深く考えさせることを重視した本県独自の取組 

≪横断的な視点１≫ 誰もが自分らしく学び、一人一人の可能性を広げる「教育ＤＸの推進」 

≪横断的な視点２≫ 社会の変化に対応し、子供たちの豊かな学びを支える「持続可能な学校教育の推進」 

 



夢をはぐくみ 志に高める   

みやぎの志
こころざし

教育 
小・中・高等学校等の全時期を通じて、人や社会と関わる中で社会性や勤労観を養い、集

団や社会の中で果たすべき自己の役割を考えさせながら、将来の社会人としてのよりよい生

き方を主体的に求めさせていく教育です。（平成22年11月策定） 

 

「志
こころざし

教育」３つの視点 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
人と         よりよい生き方を      社会での役割を 

『かかわる』      『もとめる』      『はたす』 
 
              
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 学校で学ぶ知識と、社

会や職業との関連を実感

させる。 

 

○ 社会において役割を果

たす人間として、自らの

在り方生き方について主

体的に探求させる。 

○ 集団や組織の中で、自

分の果たすべき役割を認

識させる。 

 

○ 自己の役割を果たすこ

とによって自己有用感を

高める。 

提 言 
（「志教育」プラン策定委員会） 

－夢をはぐくみ志に高めるために取り
組んで欲しいこと－ 

■学校では 

◇ 学習や体験活動の成果を将来の夢
や目標につなげていく力を付ける。 

◇ 興味を持ったことを追求する力
や、基本的なことを習得するまで努
力する力を付ける。 

◇ 豊かな人間関係を築かせるため、
コミュニケーション力を付ける。 

◇ 小・中・高等学校の取組のつなが
りを大切にする。 

■家庭や地域では 
◇ 規範意識など、人としての基本を
しっかりと育てる。 

◇ 子供の話をじっくりと聞き、話を
する時間を大切にして夢や目標をと
もに考える。 

◇ 家庭や地域の中で、子供に役割を
持たせ、だれかの役に立つ喜びを体
験させる。 

 

県民が願う 

子供たちの将来像 
① 社会のルールを守り、正義や
責任などの気持ちをしっかり
持つ人 

② よりよい人間関係をつくる
コミュニケーション力があり、
協力して行動できる人 

③ 自分で考え行動するなど、自
立心を持つ人 

④ 苦しさ、つらさなどに耐える
力を持ち、ねばり強くものごと
にあたれる人 

⑤ 未来のことや新しいことを
考える力があり、社会をより良
くしようとする人 

 
 
(平成22年３月策定「宮城県教育
振興基本計画」中の資料「教育に
関する県民意識調査」〔平成20年
９月〕から） 

みやぎの子供たち 

―現状と課題― 

○ みやぎの子供たちは、人の役

に立つ人間になりたい、卒業ま

で進路希望を達成したいと思っ

ています。 
○ 将来の夢や目標を持っていま

すが、自分に自信が持てず、難

しいことでも失敗を恐れず挑戦

することに消極的な様子が見受

けられます。 
○ 小・中・高校生とも学ぶ意義

や学習目的を十分に理解してい

ない傾向にあります。 
○ 高卒就職者の離職率は高い現

状にあります。 
 

○ 様々な人との関わりを

通して、自己理解や他者

理解を深化させる。 

 

○ 集団や組織の中で、よ

りよい人間関係を築く力

や社会性を養う。 

 



みやぎの防災教育 
 
 東日本大震災の経験を厳しい教訓として、「みやぎ学校安全基本指針」等を基に、震災の教訓

を風化させず、『危険を回避する力（自助）と他者（共助）や社会（公助）の安全に貢献できる
心』を育てることをねらいとする。 
 発達の段階に応じた計画的・継続的な指導を教育活動全体を通じて行うことにより、防災意識
の内面化を図るとともに、地域の特色や各学校の特性に応じた自校のマニュアルの改善や、地域
との連携による防災体制の構築（確立）に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二度と犠牲者を出さない、防災教育及び防災体制の再構築 

発達の段階に応じた防災教育の推進（身に付けさせたい５つの力と心） 

 ● 自らの身を守り乗り切る力（自助） 
自分の身の回りの危険を予測し、回避する力とともに、災害等に遭遇した際に、被害を 

  最小限にして、危機的な状況を乗り切る力 
  ● 知識を備え行動する力（自助） 

発達の段階に応じて知識を積み重ね、身の回りの危険について理解し、日常の中に潜む 

  危険を予測し、自ら進んで危険回避のための行動ができる力 
  ● 地域の安全に貢献する心（共助・公助） 

他者の安全に配慮するとともに、地域の一員として、自分の住む地域の安全のために、 

  自ら進んで安全活動に取り組もうとする心 
  ● 安全な社会に立て直す力（共助・公助） 
      災害が発生したときに、地域のために活動するとともに、互いに助け合い、協力する力 
  ● 安全安心な社会づくりに貢献する心（公助） 

人々の生命を尊重し、安全を最優先する気風や気質を身に付け、社会人として家庭・社 

  会生活において、安全活動に取り組もうとする心 

校内組織体制の整備 
 
● 校務分掌、校内規定等 

における役割分担と責任

の明確化 
 
● 自校化した危機管理マ 
 ニュアル（防災マニュア 
 ルを含む）の整備及び周 
 知徹底 
 
● 災害発生時に十分に力 

を発揮できる教職員集団 

の構築 

教職員の共通理解の 
促進と校内研修の充実 
 
● 教職員一人一人が防災 

に対する意識を高め、組 

織として共通理解を図

り、積極的に防災教育及

び防災管理に関わる 
 
● 三段階（日常・発生時

・発生後）の危機管理へ
の対応が可能となる校内

研修等の実施 

家庭、地域、関係機関
と連携した取組（地域
に根ざした防災教育）
の推進 
 
● 地域講師や施設等の積極 

的な活用  
 
● 地域や市町村関係部局等 

との連携会議の設置 
 
● 地域における総合防災訓 

練の参加及び合同避難訓練 

等の実施 


